
第 16 号令和8年 富士見町

富士見町税に関する規則の一部を改正する規則
をここに公布する。

令和8年5月19日

渡　辺　　葉富士見町長

規則



富士見町規則第16号 

 

富士見町税に関する規則の一部を改正する規則 

  

 富士見町税に関する規則（昭和60年規則第7号）の一部を次のように改正する。 

 

第8条第2項中「様式第3号の2、様式第3号の3、様式第3号の4及び様式第3号の5」を「様

式第3号の1、様式第3号の2及び様式第3号の3」に改める。 

第12条第1項の表中「(種別割)」を削る。 

第18条の表中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改める。 

第22条の表中「(種別割)」を削る。 

様式第3号の1から様式第3号の3までを次のように改め、様式第3号の4及び様式第3号の5

を削る。 

様式第3号の1 

 

様式第3号の2 

（表） 



 

（裏） 

 

 様式第3号の3 

 



様式第11号、様式第12号中「(種別割)」を削る。 

様式第45号中「送達する書類名」を「送達すべき書類を特定するために必要な情報」に

改める。 

様式第52号中「（種別割）」を削る。 

様式第75号及び様式第75号の２の注中「50㎡（戸建以外の貸家住宅にあつては、40㎡）

以上280㎡以下である場合に限り記載すること。」を「40㎡以上240㎡以下である場合に限

り記載すること（令和8年3月31日以前に新築された場合は、50㎡以上240㎡以下（戸建以外

の貸家住宅の場合は40㎡以上280㎡以下）である場合に限る）。」に改める。 

様式第76号の８中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改め、「特別

特定建築物」の次に「又は特定建築物」を加え、「劇場・演芸場・集会場・公会堂」を削

る。 

様式第86号中「（種別割）」を削る。 

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。ただし、様式第45

号の改正規定は、地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第

12号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

 


